
 

 

令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日 

高  齢  福  祉  部 

介護予防・地域支援課 

 

世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準  

に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 主旨 

  地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）において、今般の高齢者人

口の増加や社会情勢の変化による業務量の増加に伴い、業務量に見合う職員数を配

置するため、世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る

基準に関する条例の一部を改正する。 

 

２ 改正内容  

 あんしんすこやかセンターにおいて、業務執行に必要な人員をきめ細かく確保し、

区民サービスを向上していくため、高齢者人口がおおむね３，０００人未満の地区

を最小の職員配置基準とし、現在は下記＜現行＞のとおり３，０００人ごとに増員

となるよう定めている職員の配置基準の区分を、今回、下記＜変更案＞のとおり 

１，５００人ごとに細分化し、地区ごとの高齢者人口増加に伴う業務量の増加を踏

まえ、配置する職員数を拡充する。 

 

＜現行＞ 

高齢者人口 条例の配置基準 

おおむね 3,000 人未満 3 職種 3 人＋追加１人 

おおむね 3,000 人以上 6,000 人未満 3 職種 3 人＋追加 2 人 

おおむね 6,000 人以上 9,000 人未満 3 職種 3 人＋追加 3 人 

おおむね 9,000 人以上 12,000 人未満 3 職種 3 人＋追加 3.5 人 

おおむね 12,000 人以上 3 職種 3 人＋追加４人 

 

 ＜変更案＞ 

高齢者人口 条例の配置基準 

おおむね 3,000 人未満 3 職種 3 人＋追加２人 

おおむね 3,000 人以上 4,500 人未満 3 職種 3 人＋追加 2.5 人 

おおむね 4,500 人以上 6,000 人未満 3 職種 3 人＋追加 3 人 

おおむね 6,000 人以上 7,500 人未満 3 職種 3 人＋追加 3.5 人 

おおむね 7,500 人以上 9,000 人未満 3 職種 3 人＋追加 4 人 

おおむね 9,000 人以上 10,500 人未満 3 職種 3 人＋追加 4.5 人 

おおむね 10,500 人以上 12,000 人未満 3 職種 3 人＋追加 5 人 

おおむね 12,000 人以上 13,500 人未満 3 職種 3 人＋追加 5.5 人 

おおむね 13,500 人以上 3 職種 3 人＋追加 6 人 

 ※「3 職種 3 人」とは、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師等の 3 人をいう。 

 ※ 追加職員は、１人を除いて３職種又は介護支援専門員でなければならない。なお、

   事業者が任意に加配する職員については、職種の制限はない。  
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３ 新旧対照表 

   別紙のとおり 

 

４ 施行予定日 

   令和７年４月１日 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年   ２月 第１回区議会定例会（改正条例案の提出） 

     ３～８月 プロポーザル方式による事業者選定 

       ９月 福祉保健常任委員会（選定事業者の報告） 

          事業者選定結果の通知及び公表 

    ９～１２月 プロポーザル方式による事業者選定の再実施 

（事業者が決まらなかった地区） 

令和７年   ４月 改正条例施行 

          選定された事業者による運営開始 

 

（参考） 

 あんしんすこやかセンターでは、平成２８年７月からの地区包括ケアの地区展開

（福祉の相談窓口）の全地区実施に伴い、あんしんすこやかセンター運営法人との

契約において、条例の基準に加えて、常勤換算１．２人以上の職員を配置している。 
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別紙 

世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例（抄）新旧対照表（案） 

 

改正後  改正前 

第１条～第３条 （略） 

 

 第１条～第３条 （略） 

（地域包括支援センターの職員に係る基準）  （地域包括支援センターの職員に係る基準） 

第４条 センターには、当該センターの職務に専ら従事する常勤の職

員として、次の各号に掲げる者につき当該各号に定める人数を配置

するものとする。 

 第４条 センターには、当該センターの職務に専ら従事する常勤の職

員として、次の各号に掲げる者につき当該各号に定める人数を配置

するものとする。 

(１) 保健師又はこれに準ずる者 １人  (１) 保健師又はこれに準ずる者 １人 

(２) 社会福祉士又はこれに準ずる者 １人  (２) 社会福祉士又はこれに準ずる者 １人 

(３) 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者 １人  (３) 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者 １人 

２ センターには、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める

人数以上の職員を前項に規定する職員に加えて配置するものとし、

その加えて配置する職員のうち同欄に定める人数から１を減じた人

数は同項各号に掲げるいずれかの者又は介護支援専門員でなければ

ならない。 

 ２ センターには、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める

人数以上の職員を前項に規定する職員に加えて配置するものとす

る。 

 担当する区域における第１号被保険者

の数 
加えて配置する人数 

  担当する区域における第１号被保険者

の数 
加えて配置すべき人数 

  

 おおむね3,000人未満 ２人   おおむね3,000人未満 １人   

 おおむね3,000人以上4,500人未満 ２．５人   おおむね3,000人以上6,000人未満 ２人   

 おおむね4,500人以上6,000人未満 ３人     

 おおむね6,000人以上7,500人未満 ３．５人   おおむね6,000人以上9,000人未満 ３人   

 おおむね7,500人以上9,000人未満 ４人     

 おおむね9,000人以上10,500人未満 ４．５人   おおむね9,000人以上12,000人未満 3.5人   

 おおむね10,500人以上12,000人未満 ５人     

 おおむね12,000人以上13,500人未満 ５．５人   おおむね12,000人以上 ４人   

 おおむね13,500人以上 ６人     
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改正後  改正前 

 備考 １週間当たりの勤務時間（以下「週勤務時間」という。）

が前項に規定する職員の週勤務時間より短い職員について

は、当該職員の週勤務時間を同項に規定する職員の週勤務時

間で除して得た値（その値に小数点以下第２位未満の端数が

あるときは、これを四捨五入する。）をその人数とみなして

この表を適用する。 

  備考   

    １ 担当する区域における第１号被保険者の数（以下「１号

被保険者数」という。）がおおむね3,000人以上6,000人未

満であるセンターに加えて配置すべき職員２人以上のう

ち、１人は前項各号に掲げる者（以下「専門３職種」とい

う。）のいずれかに該当する者又は介護支援専門員でなけ

ればならない。 

  

    ２ １号被保険者数がおおむね6,000人以上9,000人未満で

あるセンターに加えて配置すべき職員３人以上のうち、２

人は専門３職種のいずれかに該当する者又は介護支援専

門員でなければならない。 

  

    ３ １号被保険者数がおおむね9,000人以上12,000人未満で

あるセンターに加えて配置すべき職員3.5人以上のうち、

2.5人は専門３職種のいずれかに該当する者又は介護支援

専門員でなければならない。 

  

    ４ １号被保険者数がおおむね12,000人以上であるセンタ

ーに加えて配置すべき職員４人以上のうち、３人は専門３

職種のいずれかに該当する者又は介護支援専門員でなけ

ればならない。 

  

    ５ １週間当たりの勤務時間（以下この号において「週勤務

時間」という。）が前項に規定する職員の週勤務時間より

短い職員については、当該職員の週勤務時間を同項に規定

する職員の週勤務時間で除して得た値（その値に小数点以
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改正後  改正前 

下第２位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）

をその人数とみなしてこの表を適用する。 

（委任）  （委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。  第５条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 

附 則  附 則 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月６日条例第31号）  附 則（平成30年３月６日条例第31号） 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。  この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年 月 日条例第 号）   

この条例は、令和７年４月１日から施行する。   
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